
平成29年1月 

上野原市教育委員会 

社会教育課社会教育担当 



生涯学習ボランティアって何? 

自身の知識や経験、特技などを活かして、ボランティアとして市民のみなさんのサークル

活動や学習活動の支援をしていただく、個人の方または団体です。 

どんな人が利用できる? 

●市内に住所または活動拠点がある個人の方または団体 

●公民館の講座や放課後子ども教室など 

●市内の自治会・老人会・育成会・PTAなどの団体 

●市内学校の授業など 

※政治・宗教または営利を目的とする場合はご利用できません。  

費用はかかる？ 

謝礼等は必要ありません。ただし、材料費・交通費等の実費がかかる場合がありますの

で、必ず事前に金額などの確認をしておいてください。また、活動内容により保険等が必要

な場合は、利用者・ボランティア双方で事前に協議してください。 
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利用するにはどうすればいい? 

利用までの流れは以下のとおりです。  

ボランティアを 

利用したい方 

教育委員会 

社会教育課 

○○の指導

をお願いした

いです。 

登録ボランティア

さんの中からお望み

の条件に合う方を探

してご連絡します。 

まずは「利用申請

書」をご提出くださ

い。 

教育委員会 

社会教育課 

ボランティア利

用申請がありまし

た。このような条件

になりますが、指導

していただけません

か？ 
ボランティア

登録者 

わかりまし

た。お引き受

けします。 

教育委員会 

社会教育課 

△△さんという

方が引き受けてく

ださるそうです。

お会いしてみませ

んか。 
ボランティアを 

利用したい方 

よろしく

お願いしま

す。 

日時・内容・条件などについて、教育委員会を交えて話し合います。 

活動終了後は利用者の方に「利用報告書」を提出していただきます。 
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まずは社会教育課までご連絡ください！



Ａ 教育・学習 教育全般、学習支援、特別支援教育、性教育、キャリア教育、食育など  

Ｂ 人文・社会科学 心理学、カウンセリング、哲学、歴史、社会学、民俗学、経済、法律など  

Ｃ 自然科学 算数・数学、物理、化学、気象、地学、実験・観察、動植物など  

Ｄ 産業・技術・情報 
農林、水産、金融、観光、経理、社会保険、コンピュータ、マルチメディア、情

報紙作成、職業能力開発など  

Ｅ 芸術・文化 
美術、工芸、陶芸、切り絵、文学、短歌・俳句、華道、茶道、フラワーアレンジ

メントなど  

Ｆ 音楽・芸能 
楽器演奏、コーラス、民謡、演劇、古典芸能、落語、詩吟、舞踊、ダンス、紙芝

居、人形劇など  

Ｇ スポーツ・ 

レクリエーション 
スポーツ全般、体力づくり、レクリエーションなど  

Ｈ 家庭生活・趣味 
子育て、話し方、洋裁、和裁、料理、着付け、読み聞かせ、健康、手芸、園芸、

工作、昔あそびなど  

Ｉ 市民生活・国際関係 語学、国際交流・理解、点字、手話、生き方・生きがい、男女共同参画など  

Ｊ 郷土 郷土史、史跡散策、郷土芸能、郷土料理、伝承文化など  

Ｋ 環境 自然保護、自然観察・体験、環境問題、環境保全、リサイクルなど  

どんな人がボランティアとして登録できる? 

登録資格は以下のとおりです。 

●生涯学習指導やボランティア活動について理解と熱意があり、地域での活動を支援でき

る個人または団体。 

●政治・宗教および営利を目的として活動しない個人または団体。 

●18歳以上の個人またはおおむね18歳以上の人で構成される団体。 

具体的にどんな分野が登録できる？ 

ボランティアの分野や内容の例は以下のとおりです。あくまで例ですので、登録したい

内容が掲載されていなくても登録できます。社会教育課までご相談ください。 
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登録するにはどうすればいい？ 

「登録申請書」を教育委員会社会教育課までご提出ください。 

※活動に関する情報や性別・年代などの情報は、冊子やホームページに掲載させていただ

きますのでご了承ください。個人が特定される情報は公開しません。 

≪申し込み・お問い合わせ先≫ 

上野原市教育委員会 

社会教育委員会社会教育担当 

〒409-0192 

上野原市上野原３８３２ 

電話：0554-62-3409（直通） 

上野原 生涯学習 

登録申請書はホームページ

にも掲載されています。 

ホームページは↓ 

を検索してください！ 
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